


（使用者の遵守事項） 
６．使用者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者が遵守事項を守らな

かった場合は，使用許可を取り消すものとする。 
 （1）許可された使用目的以外の目的に使用しないこと。 
 （2）使用者以外の者にその全部又は一部を転貸しないこと。 
 （3）使用の許可を受けた日時を厳守すること。 
 （4）許可された施設及び備品以外は使用しないこと。 
 （5）火気を使用しないこと。 
 （6）施設内では喫煙しないこと。 

（7）マイク等設備の鍵は，使用責任者が学生支援担当で受け取り責任を持って返却する 
こと。 

（8）使用責任者は，施設使用後は整理，清掃，火気の点検，消灯及び窓等の戸締りを確実に

行うこと。また，机等を移動させた場合は，使用後原状に復帰すること。 
（9）施設・設備及び備品を破損又は紛失した場合は，速やかに学生支援担当に連絡し，その

指示に従うこと。 
 


